
                 資料１ 

都市計画マスタープランの改定について                      

１ 改定の目的 

平成 21年度（2009年度）に 20年後の平成 41年度(2029年度)を目標年次とした都市計画マ

スタープランを策定した。 

現行の都市計画マスタープランの策定から 10年が経過する中で、人口減少･超高齢社会の進

行､産業構造の変化など都市をめぐる社会経済状況が、大きく変化していることに加え､第二次

総合計画や新たな国土利用計画島田市計画が策定されたことを踏まえ、中間見直しを行う。 

 

２ 改定に係る組織体制 

 組織 役割 

外部組織 

アドバイザー会議 
・専門的知見から市が作成した原案への助言 

・全体構想と地域別構想との調整 

市民会議 

・全体構想に係る市民意見の集約 

・地域別構想の地域間バランスを調整 

・都市計画マスタープランの原案の検討 

庁内組織 策定委員会・幹事会 

・関連計画及びプロジェクト事業等との調整 

・個別事業との方向性等の調整・確認 

・都市計画マスタープランの原案の検討 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 改定スケジュール概要 
区分 平成 30年度 平成 31年度 

時期 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 

主な作業 

  

  

  

 

 

市  長 

都市計画マスタープラン等策定幹事会 

都市計画マスタープラン等策定委員会 

事務局（都市基盤部都市政策課） 

都市計画審議会 

アドバイザー 
  会議 

市民 
会議 

地域別ワークショップ 
タウンミーティング等 

市民意向調査 

助言 意見 

原案検討･作成 

協調・意見交換 

提案 提案 

委
員
の
選
出
準
備 

策定委員会 第1～5回 

市民意向調査 
（地域別構想）ワークショップ ・タウンミーティング 

最
終
案  

（全体構想）市民会議・アドバイザー会議 

幹事会・委員会  

パ
ブ
コ
メ 

 

都
市
計
画
審
議
会 



 


